
目

次

規

則

○
青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
委
員
会
等
に
委
任
し
、

及
び
補
助
執
行
さ
せ
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqq（
人

事

課
）
…
一

○
青
森
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
財
務
指
導
課
）
…
一

告

示

○
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
漁
獲
共
済
加
入
義
務
の
発
生
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（
水
産
振
興
課
）
…
二

公

告

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
地
域
企
業

支

援

課
）
…
二

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
の
認
可
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
構
造
政
策
課
）
…
四

議

会

○
青
森
県
議
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
施
行
規

程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
総

務

課
）
…
一〇

教
育
委
員
会

○
学
校
職
員
特
殊
勤
務
手
当
支
給
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
qqqqqq（
職
員
福
利
課
）
…
一〇

選
挙
管
理
委
員
会

○
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
及
び
三
分
の
一
の

数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は

そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万

に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数

が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に

八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た

数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）（
事

務

局
）
…
一〇

規

則

青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
委
員
会
等
に
委
任
し
、
及
び
補
助
執
行
さ
せ
る
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

青
森
県
規
則
第
五
十
八
号

青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
委
員
会
等
に
委
任
し
、
及
び
補
助
執
行
さ
せ

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
委
員
会
等
に
委
任
し
、
及
び
補
助
執
行
さ
せ
る
規

則
（
昭
和
三
十
九
年
八
月
青
森
県
規
則
第
七
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
事
務
及
び
」
を
「
事
務
、
青
森
県
政
党
交
付
金
に
係
る
都
道
府
県
提
出
文
書

写
し
交
付
手
数
料
徴
収
条
例
（
令
和
七
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
五
十
六
号
）
第
三
条
た
だ
し
書
の

政
党
交
付
金
に
係
る
都
道
府
県
提
出
文
書
写
し
交
付
手
数
料
の
納
入
方
法
に
係
る
認
定
に
関
す
る
事

務
及
び
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

青
森
県
報
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第
千
十
号

令
和
七
年

十
二
月
二
十
六
日

（
金
曜
日
）



令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

青
森
県
規
則
第
五
十
九
号

青
森
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
三
月
青
森
県
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

三
十
九
条
第
三
項
中
第
二
十
一
号
を
第
二
十
二
号
と
し
、
第
十
二
号
か
ら
第
二
十
号
ま
で
を
一

号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
二

政
党
交
付
金
に
係
る
都
道
府
県
提
出
文
書
写
し
交
付
手
数
料

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
六
百
十
四
号

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
第
百
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
発
起
人
が
求
め
た
次
の
区
域
及
び
区
分
に
係
る
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
同
意
が
同
項
に
規
定
す
る

要
件
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
百
五
条
の
二
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

区

域

区

分

つ
が
る
市
豊
富
町
屏
風
山
一
の
二
九
二
小
枝

哲

つ
が
る
市
富
萢
町
里
見
三
六

松
橋

篤
実

車
力
区
域

車
力
漁
業
協
同

組
合
の
地
区

小
型
定
置
漁
業
と

底
建
網
漁
業
を
併

せ
営
む
漁
業
及
び

主
と
し
て
底
建
網

漁
業

公

告

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ユ
ニ
バ
ー
ス
・
か
ん
ぶ
ん
上
北
町
店

上
北
郡
東
北
町
旭
北
一
丁
目
六
八
〇
の
一

外

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

株
式
会
社
菅
文

岩
手
県
二
戸
市
堀
野
字
長
地
七
五
の
四

代
表
取
締
役

菅
陽
悦

株
式
会
社
菅
文

岩
手
県
二
戸
市
堀
野
字
長
地
七
五
の
四

代
表
取
締
役

菅
辰
晃

令
和七･
四･
一

株
式
会
社
ユ
ニ
バ
ー
ス

八
戸
市
大
字
長
苗
代
字
前
田
八
三
の
一

代
表
取
締
役

三
浦
建
彦

変
更
な
し

三

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

株
式
会
社
菅
文

岩
手
県
二
戸
市
堀
野
字
長
地
七
五
の
四

代
表
取
締
役

菅
陽
悦

株
式
会
社
菅
文

岩
手
県
二
戸
市
堀
野
字
長
地
七
五
の
四

代
表
取
締
役

菅
辰
晃

令
和七･

四･
一
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株
式
会
社
ユ
ニ
バ
ー
ス

八
戸
市
大
字
長
苗
代
字
前
田
八
三
の
一

代
表
取
締
役

三
浦
建
彦

変
更
な
し

四

届
出
年
月
日

令
和
七
年
十
二
月
五
日

五

届
出
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
経
済
産
業
部
地
域
企
業
支
援
課
及
び
東
北
町
役
場

２

期
間

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
八
年
四
月
二
十
七
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
東
北
町
役
場
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

六

意
見
書
の
提
出

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

１

提
出
期
限

令
和
八
年
四
月
二
十
七
日

２

提
出
先

青
森
県
経
済
産
業
部
地
域
企
業
支
援
課

３

記
載
事
項

㈠

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
及
び
住
所

㈡

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

㈢

意
見
及
び
そ
の
理
由

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ユ
ニ
バ
ー
ス
・
か
ん
ぶ
ん
上
北
町
店

上
北
郡
東
北
町
旭
北
一
丁
目
六
八
〇
の
一

外

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
菅
文

岩
手
県
二
戸
市
堀
野
字
長
地
七
五
の
四

代
表
取
締
役

菅
辰
晃

株
式
会
社
ユ
ニ
バ
ー
ス

八
戸
市
大
字
長
苗
代
字
前
田
八
三
の
一

代
表
取
締
役

三
浦
建
彦

三

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

区

分

変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

大
規
模

小
売
店

舗
の
施

設
の
配

置
に
関

す
る
事

項

廃
棄
物
等

の
保
管
施

設
の
位
置

及
び
容
量

ユ
ニ
バ
ー
ス
棟
廃
棄
物
保

管
施
設

六
一
立
法
メ
ー
ト
ル

か
ん
ぶ
ん
棟
廃
棄
物
保
管

施
設
一
六
立
法
メ
ー
ト
ル

合
計
七
七
立
方
メ
ー
ト
ル

（
位
置
は
、
届
出
書
添
付

図
面
の
と
お
り
）

ユ
ニ
バ
ー
ス
棟
廃
棄
物
保

管
施
設
①

六
一
立
法
メ
ー
ト
ル

ユ
ニ
バ
ー
ス
棟
廃
棄
物
保

管
施
設
②

三
立
法
メ
ー
ト
ル

ユ
ニ
バ
ー
ス
棟
廃
棄
物
保

管
施
設
③

一
六
立
法
メ
ー
ト
ル

か
ん
ぶ
ん
棟
廃
棄
物
保
管

施
設
一
六
立
法
メ
ー
ト
ル

合
計
九
六
立
方
メ
ー
ト
ル

（
位
置
は
、
届
出
書
添
付

図
面
の
と
お
り
）

令
和八･
一･
五

四

届
出
年
月
日

令
和
七
年
十
二
月
五
日

五

届
出
書
及
び
添
付
書
類
の
縦
覧
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１

場
所

青
森
県
経
済
産
業
部
地
域
企
業
支
援
課
及
び
東
北
町
役
場

２

期
間

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
八
年
四
月
二
十
七
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
東
北
町
役
場
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

六

意
見
書
の
提
出

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

１

提
出
期
限

令
和
八
年
四
月
二
十
七
日

２

提
出
先

青
森
県
経
済
産
業
部
地
域
企
業
支
援
課

３

記
載
事
項

㈠

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
及
び
住
所

㈡

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

㈢

意
見
及
び
そ
の
理
由

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
の
認
可

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
を
令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日
認
可
し
た
の

で
、
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

○
農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
（
貸
借
・
一
括
方
式
）

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
者

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
土
地

氏
名
又
は
名
称
住
所
又
は
所
在
地

市
町
村

大
字

字
番
地

飯
塚
仁

青
森
市

青
森
市

高
田

朝
日
山
879番

ほ
か
２

筆

飯
塚
仁

青
森
市

青
森
市

金
浜

稲
田

213番
2

飯
塚
仁

青
森
市

青
森
市

金
浜

稲
田

215番
2

飯
塚
仁

青
森
市

青
森
市

金
浜

船
岡

468番
ほ
か
１

筆

飯
塚
仁

青
森
市

青
森
市

金
浜

船
岡

359番

飯
塚
仁

青
森
市

青
森
市

大
別
内
西
田

177番
1

飯
塚
仁

青
森
市

青
森
市

大
別
内
西
田

169番

飯
塚
仁

青
森
市

青
森
市

大
別
内
西
田

178番

永
井
信
昭

青
森
市

青
森
市

金
浜

船
岡

379番

永
井
信
昭

青
森
市

青
森
市

金
浜

船
岡

371番

永
井
信
昭

青
森
市

青
森
市

金
浜

船
岡

380番

山
田
正
樹

青
森
市

青
森
市

金
浜

稲
田

246番

株
式
会
社
大
柳

農
園

青
森
市

青
森
市

金
浜

船
岡

460番

株
式
会
社
大
柳

農
園

青
森
市

青
森
市

金
浜

船
岡

461番

株
式
会
社
大
柳

農
園

青
森
市

青
森
市

金
浜

船
岡

462番
ほ
か
１

筆

杉
田
達
二

青
森
市

青
森
市

奥
内

宮
田

680番
2
ほ
か
４

筆
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工
藤
隆
正

青
森
市

青
森
市

新
城

福
田

113番
2

穴
水
行
憲

青
森
市

青
森
市

鶴
ケ
坂
早
稲
田
152番

1

木
立
博
史

青
森
市

青
森
市

金
浜

船
岡

470番
ほ
か
１

筆

木
立
博
史

青
森
市

青
森
市

金
浜

稲
田

202番
ほ
か
２

筆

木
立
博
史

青
森
市

青
森
市

金
浜

船
岡

472番
1

木
立
博
史

青
森
市

青
森
市

金
浜

船
岡

450番
1

木
立
博
史

青
森
市

青
森
市

金
浜

船
岡

473番

木
立
博
史

青
森
市

青
森
市

金
浜

船
岡

458番

木
立
博
史

青
森
市

青
森
市

金
浜

船
岡

452番

木
立
博
史

青
森
市

青
森
市

金
浜

船
岡

450番
2

赤
田
千
衣
子
青
森
市

青
森
市

清
水

生
田

290番
2
ほ
か
２

筆

出
町
義
政

青
森
市

青
森
市

浪
岡
大

字
吉
野

田
吉
野

900番
2

福
士
明
宏

青
森
市

青
森
市

浪
岡
大

字
吉
野

田
吉
野

981番
ほ
か
２

筆

株
式
会
社
マ
ル

サ
ン
フ
ァ
ー
ム
東
津
軽
郡
平
内
町
東
津
軽
郡

平
内
町

小
湊

下
槻

25番
2
ほ
か
１

筆

乳
井
厳
公

東
津
軽
郡
蓬
田
村
東
津
軽
郡

蓬
田
村

蓬
田

汐
越

321番

八
木
橋
祐
也
弘
前
市

南
津
軽
郡

大
鰐
町

長
峰

下
川
原
19番
1

農
事
組
合
法
人

ア
グ
リ
田
舎
館
南
津
軽
郡
田
舎
館

村
南
津
軽
郡

田
舎
館
村
高
樋

深
山
林
47番

ほ
か
４

筆

農
事
組
合
法
人

ア
グ
リ
田
舎
館
南
津
軽
郡
田
舎
館

村
南
津
軽
郡

田
舎
館
村
高
樋

鱸
沼

63番
ほ
か
３

筆

農
事
組
合
法
人

ア
グ
リ
田
舎
館
南
津
軽
郡
田
舎
館

村
南
津
軽
郡

田
舎
館
村
高
樋

八
幡

104番
1
ほ
か
１

筆

農
事
組
合
法
人

ア
グ
リ
田
舎
館
南
津
軽
郡
田
舎
館

村
南
津
軽
郡

田
舎
館
村
垂
柳

長
田

1番
ほ
か
２

筆

農
事
組
合
法
人

ア
グ
リ
田
舎
館
南
津
軽
郡
田
舎
館

村
南
津
軽
郡

田
舎
館
村
高
樋

泉
45番
1
ほ
か
２

筆

農
事
組
合
法
人

ア
グ
リ
田
舎
館
南
津
軽
郡
田
舎
館

村
南
津
軽
郡

田
舎
館
村
高
樋

八
幡

31番
1
ほ
か
６

筆

農
事
組
合
法
人

ア
グ
リ
田
舎
館
南
津
軽
郡
田
舎
館

村
南
津
軽
郡

田
舎
館
村
高
樋

八
幡

29番
1
ほ
か
３

筆

農
事
組
合
法
人

ア
グ
リ
田
舎
館
南
津
軽
郡
田
舎
館

村
南
津
軽
郡

田
舎
館
村
高
樋

泉
37番

ほ
か
６

筆

農
事
組
合
法
人

ア
グ
リ
田
舎
館
南
津
軽
郡
田
舎
館

村
南
津
軽
郡

田
舎
館
村
高
樋

八
幡

59番
1
ほ
か
３

筆

農
事
組
合
法
人

ア
グ
リ
田
舎
館
南
津
軽
郡
田
舎
館

村
南
津
軽
郡

田
舎
館
村
高
樋

八
幡

83番
1
ほ
か
９

筆

農
事
組
合
法
人

ア
グ
リ
田
舎
館
南
津
軽
郡
田
舎
館

村
南
津
軽
郡

田
舎
館
村
高
樋

泉
48番
1
ほ
か
２

筆

農
事
組
合
法
人

ア
グ
リ
田
舎
館
南
津
軽
郡
田
舎
館

村
南
津
軽
郡

田
舎
館
村
高
樋

深
山
林
85番
1
ほ
か
３

筆

農
事
組
合
法
人

ア
グ
リ
田
舎
館
南
津
軽
郡
田
舎
館

村
南
津
軽
郡

田
舎
館
村
垂
柳

長
田

9番
1

ほ
か
５

筆

農
事
組
合
法
人

ア
グ
リ
田
舎
館
南
津
軽
郡
田
舎
館

村
南
津
軽
郡

田
舎
館
村
高
樋

川
原
田
65番
1
ほ
か
２

筆

農
事
組
合
法
人

ア
グ
リ
田
舎
館
南
津
軽
郡
田
舎
館

村
南
津
軽
郡

田
舎
館
村
高
樋

深
山
林
17番
1

の
う
ち

農
事
組
合
法
人

ア
グ
リ
田
舎
館
南
津
軽
郡
田
舎
館

村
南
津
軽
郡

田
舎
館
村
高
樋

深
山
林
112番
の
う
ち
ほ
か
２

筆

農
事
組
合
法
人

ア
グ
リ
田
舎
館
南
津
軽
郡
田
舎
館

村
南
津
軽
郡

田
舎
館
村
高
樋

深
山
林
2番
1

ほ
か
３

筆
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農
事
組
合
法
人

ア
グ
リ
田
舎
館
南
津
軽
郡
田
舎
館

村
南
津
軽
郡

田
舎
館
村
高
樋

八
幡

99番
1
ほ
か
２

筆

農
事
組
合
法
人

ア
グ
リ
田
舎
館
南
津
軽
郡
田
舎
館

村
南
津
軽
郡

田
舎
館
村
高
樋

深
山
林
102番

ほ
か
６

筆

農
事
組
合
法
人

ア
グ
リ
田
舎
館
南
津
軽
郡
田
舎
館

村
南
津
軽
郡

田
舎
館
村
高
樋

泉
34番
1

の
う
ち
ほ
か
５

筆

農
事
組
合
法
人

ア
グ
リ
田
舎
館
南
津
軽
郡
田
舎
館

村
南
津
軽
郡

田
舎
館
村
高
樋

深
山
林
103番

農
事
組
合
法
人

ア
グ
リ
田
舎
館
南
津
軽
郡
田
舎
館

村
南
津
軽
郡

田
舎
館
村
高
樋

泉
40番
1
ほ
か
１

筆

農
事
組
合
法
人

ア
グ
リ
田
舎
館
南
津
軽
郡
田
舎
館

村
南
津
軽
郡

田
舎
館
村
高
樋

泉
28番

ほ
か
８

筆

農
事
組
合
法
人

ア
グ
リ
田
舎
館
南
津
軽
郡
田
舎
館

村
南
津
軽
郡

田
舎
館
村
高
樋

深
山
林
96番

農
事
組
合
法
人

ア
グ
リ
田
舎
館
南
津
軽
郡
田
舎
館

村
南
津
軽
郡

田
舎
館
村
高
樋

泉
47番

農
事
組
合
法
人

ア
グ
リ
田
舎
館
南
津
軽
郡
田
舎
館

村
南
津
軽
郡

田
舎
館
村
高
樋

川
原
田
3番

農
事
組
合
法
人

松
館
夢
フ
ァ
ー

ム
八
戸
市

八
戸
市

十
日
市
黒
坂
前
40番

ほ
か
１

筆

農
事
組
合
法
人

松
館
夢
フ
ァ
ー

ム
八
戸
市

八
戸
市

十
日
市
黒
坂
前
41番
1

農
事
組
合
法
人

松
館
夢
フ
ァ
ー

ム
八
戸
市

八
戸
市

松
館

奥
沢

61番

農
事
組
合
法
人

松
館
夢
フ
ァ
ー

ム
八
戸
市

八
戸
市

松
館

腰
廻

32番

農
事
組
合
法
人

松
館
夢
フ
ァ
ー

ム
八
戸
市

八
戸
市

松
館

岡
田
前
16番
2
ほ
か
３

筆

農
事
組
合
法
人

松
館
夢
フ
ァ
ー

ム
八
戸
市

八
戸
市

松
館

腰
廻

36番
1
ほ
か
１

筆

農
事
組
合
法
人

松
館
夢
フ
ァ
ー

ム
八
戸
市

八
戸
市

松
館

細
越
前
10番
1

農
事
組
合
法
人

松
館
夢
フ
ァ
ー

ム
八
戸
市

八
戸
市

松
館

細
越
前
25番

ほ
か
１

筆

農
事
組
合
法
人

松
館
夢
フ
ァ
ー

ム
八
戸
市

八
戸
市

松
館

細
越
前
32番

ほ
か
１

筆

農
事
組
合
法
人

松
館
夢
フ
ァ
ー

ム
八
戸
市

八
戸
市

松
館

細
越
前
35番

農
事
組
合
法
人

松
館
夢
フ
ァ
ー

ム
八
戸
市

八
戸
市

松
館

細
越
前
43番

農
事
組
合
法
人

松
館
夢
フ
ァ
ー

ム
八
戸
市

八
戸
市

松
館

山
下

7番
1

ほ
か
１

筆

農
事
組
合
法
人

松
館
夢
フ
ァ
ー

ム
八
戸
市

八
戸
市

松
館

山
下

13番

農
事
組
合
法
人

松
館
夢
フ
ァ
ー

ム
八
戸
市

八
戸
市

松
館

山
下

16番
1
ほ
か
１

筆

農
事
組
合
法
人

松
館
夢
フ
ァ
ー

ム
八
戸
市

八
戸
市

松
館

籠
田
前
37番

ほ
か
１

筆

農
事
組
合
法
人

松
館
夢
フ
ァ
ー

ム
八
戸
市

八
戸
市

松
館

岡
田
前
2番
2

ほ
か
３

筆

農
事
組
合
法
人

松
館
夢
フ
ァ
ー

ム
八
戸
市

八
戸
市

松
館

籠
田
前
14番

ほ
か
３

筆
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農
事
組
合
法
人

松
館
夢
フ
ァ
ー

ム
八
戸
市

八
戸
市

松
館

腰
廻

38番
ほ
か
１

筆

農
事
組
合
法
人

松
館
夢
フ
ァ
ー

ム
八
戸
市

八
戸
市

松
館

細
越
前
15番

農
事
組
合
法
人

松
館
夢
フ
ァ
ー

ム
八
戸
市

八
戸
市

松
館

山
下

11番
2

農
事
組
合
法
人

松
館
夢
フ
ァ
ー

ム
八
戸
市

八
戸
市

松
館

山
下

23番
1
ほ
か
１

筆

農
事
組
合
法
人

松
館
夢
フ
ァ
ー

ム
八
戸
市

八
戸
市

松
館

辰
ケ
口
15番
1
ほ
か
３

筆

農
事
組
合
法
人

松
館
夢
フ
ァ
ー

ム
八
戸
市

八
戸
市

松
館

細
越
前
11番
1

農
事
組
合
法
人

松
館
夢
フ
ァ
ー

ム
八
戸
市

八
戸
市

松
館

細
越
前
33番

農
事
組
合
法
人

松
館
夢
フ
ァ
ー

ム
八
戸
市

八
戸
市

松
館

岡
田
前
16番
1
ほ
か
２

筆

農
事
組
合
法
人

野
田
営
農
組
合
八
戸
市

八
戸
市

南
郷
大

字
島
守
野
田

6番

農
事
組
合
法
人

野
田
営
農
組
合
八
戸
市

八
戸
市

南
郷
大

字
島
守
野
田

7番

農
事
組
合
法
人

野
田
営
農
組
合
八
戸
市

八
戸
市

南
郷
大

字
島
守
野
田

8番

農
事
組
合
法
人

野
田
営
農
組
合
八
戸
市

八
戸
市

南
郷
大

字
島
守
野
田

15番

農
事
組
合
法
人

野
田
営
農
組
合
八
戸
市

八
戸
市

南
郷
大

字
島
守
野
田

24番

農
事
組
合
法
人

野
田
営
農
組
合
八
戸
市

八
戸
市

南
郷
大

字
島
守
野
田

31番

農
事
組
合
法
人

野
田
営
農
組
合
八
戸
市

八
戸
市

南
郷
大

字
島
守
野
田

38番

農
事
組
合
法
人

野
田
営
農
組
合
八
戸
市

八
戸
市

南
郷
大

字
島
守
野
田

51番

農
事
組
合
法
人

野
田
営
農
組
合
八
戸
市

八
戸
市

南
郷
大

字
島
守
野
田

56番

農
事
組
合
法
人

野
田
営
農
組
合
八
戸
市

八
戸
市

南
郷
大

字
島
守
野
田

57番

農
事
組
合
法
人

野
田
営
農
組
合
八
戸
市

八
戸
市

南
郷
大

字
島
守
野
田

72番

農
事
組
合
法
人

野
田
営
農
組
合
八
戸
市

八
戸
市

南
郷
大

字
島
守
野
田

75番

農
事
組
合
法
人

野
田
営
農
組
合
八
戸
市

八
戸
市

南
郷
大

字
島
守
野
田

78番
ほ
か
５

筆

農
事
組
合
法
人

野
田
営
農
組
合
八
戸
市

八
戸
市

南
郷
大

字
島
守
野
田

79番

農
事
組
合
法
人

野
田
営
農
組
合
八
戸
市

八
戸
市

南
郷
大

字
島
守
野
田

82番

農
事
組
合
法
人

野
田
営
農
組
合
八
戸
市

八
戸
市

南
郷
大

字
島
守
野
田

84番

農
事
組
合
法
人

野
田
営
農
組
合
八
戸
市

八
戸
市

南
郷
大

字
島
守
野
田

85番

農
事
組
合
法
人

野
田
営
農
組
合
八
戸
市

八
戸
市

南
郷
大

字
島
守
野
田

86番

農
事
組
合
法
人

野
田
営
農
組
合
八
戸
市

八
戸
市

南
郷
大

字
島
守
野
田

88番

農
事
組
合
法
人

野
田
営
農
組
合
八
戸
市

八
戸
市

南
郷
大

字
島
守
野
田

89番

農
事
組
合
法
人

野
田
営
農
組
合
八
戸
市

八
戸
市

南
郷
大

字
島
守
野
田

99番
1

農
事
組
合
法
人

野
田
営
農
組
合
八
戸
市

八
戸
市

南
郷
大

字
島
守
野
田

5番

農
事
組
合
法
人

野
田
営
農
組
合
八
戸
市

八
戸
市

南
郷
大

字
島
守
野
田

14番
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農
事
組
合
法
人

野
田
営
農
組
合
八
戸
市

八
戸
市

南
郷
大

字
島
守
野
田

19番

農
事
組
合
法
人

野
田
営
農
組
合
八
戸
市

八
戸
市

南
郷
大

字
島
守
野
田

20番
1
ほ
か
１

筆

農
事
組
合
法
人

野
田
営
農
組
合
八
戸
市

八
戸
市

南
郷
大

字
島
守
野
田

25番

農
事
組
合
法
人

野
田
営
農
組
合
八
戸
市

八
戸
市

南
郷
大

字
島
守
野
田

26番
1
ほ
か
１

筆

農
事
組
合
法
人

野
田
営
農
組
合
八
戸
市

八
戸
市

南
郷
大

字
島
守
野
田

28番
1
ほ
か
１

筆

農
事
組
合
法
人

野
田
営
農
組
合
八
戸
市

八
戸
市

南
郷
大

字
島
守
野
田

29番
2

農
事
組
合
法
人

野
田
営
農
組
合
八
戸
市

八
戸
市

南
郷
大

字
島
守
野
田

32番

農
事
組
合
法
人

野
田
営
農
組
合
八
戸
市

八
戸
市

南
郷
大

字
島
守
野
田

33番

農
事
組
合
法
人

野
田
営
農
組
合
八
戸
市

八
戸
市

南
郷
大

字
島
守
野
田

34番

農
事
組
合
法
人

野
田
営
農
組
合
八
戸
市

八
戸
市

南
郷
大

字
島
守
野
田

37番

農
事
組
合
法
人

野
田
営
農
組
合
八
戸
市

八
戸
市

南
郷
大

字
島
守
野
田

42番

農
事
組
合
法
人

野
田
営
農
組
合
八
戸
市

八
戸
市

南
郷
大

字
島
守
野
田

48番

農
事
組
合
法
人

野
田
営
農
組
合
八
戸
市

八
戸
市

南
郷
大

字
島
守
野
田

64番

農
事
組
合
法
人

野
田
営
農
組
合
八
戸
市

八
戸
市

南
郷
大

字
島
守
野
田

71番

農
事
組
合
法
人

野
田
営
農
組
合
八
戸
市

八
戸
市

南
郷
大

字
島
守
下
明
戸
2番

ほ
か
４

筆

農
事
組
合
法
人

野
田
営
農
組
合
八
戸
市

八
戸
市

南
郷
大

字
島
守
野
田

90番

農
事
組
合
法
人

野
田
営
農
組
合
八
戸
市

八
戸
市

南
郷
大

字
島
守
野
田

100番
1
ほ
か
２

筆

谷
川
幸
雄

八
戸
市

八
戸
市

南
郷
大

字
島
守
二
ツ
石
17番
1
ほ
か
１

筆

谷
川
幸
雄

八
戸
市

八
戸
市

南
郷
大

字
島
守
二
ツ
石
41番

加
藤
浩
幸

八
戸
市

八
戸
市

尻
内
町
下
平

54番

類
家
利
光

三
戸
郡
五
戸
町

八
戸
市

尻
内
町
熊
ノ
沢
73番

類
家
利
光

三
戸
郡
五
戸
町

八
戸
市

尻
内
町
熊
ノ
沢
55番

類
家
利
光

三
戸
郡
五
戸
町

八
戸
市

尻
内
町
熊
ノ
沢
56番

ほ
か
１

筆

類
家
利
光

三
戸
郡
五
戸
町

八
戸
市

尻
内
町
熊
ノ
沢
57番

類
家
利
光

三
戸
郡
五
戸
町

八
戸
市

尻
内
町
熊
ノ
沢
74番

類
家
利
光

三
戸
郡
五
戸
町

八
戸
市

尻
内
町
下
平

35番

上
村
勇
人

八
戸
市

八
戸
市

尻
内
町
直
田

26番
4

階
上
文
男

八
戸
市

八
戸
市

松
館

細
越
前
37番
1
ほ
か
１

筆

八
森
利
男

八
戸
市

八
戸
市

松
館

山
下

11番
1

山
岸
義
一

三
戸
郡
新
郷
村

三
戸
郡
新

郷
村

戸
来

川
倉

11番
ほ
か
３

筆

橋
端
幸
男

三
戸
郡
新
郷
村

三
戸
郡
新

郷
村

戸
来

離
森
下
9番
1

ほ
か
３

筆

増
田
金
雄

つ
が
る
市

北
津
軽
郡

鶴
田
町

廻
堰

末
広
野
45番

ほ
か
３

筆

小
山
田
秀
雄
十
和
田
市

十
和
田
市
相
坂

上
前
川

原
97番

小
山
田
秀
雄
十
和
田
市

十
和
田
市
相
坂

上
前
川

原
173番

2
ほ
か
１

筆
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沢
井
清
治

十
和
田
市

十
和
田
市
沢
田

前
谷
地
243番

ほ
か
３

筆

中
村
義
信

十
和
田
市

十
和
田
市
米
田

岡
谷
地

尻
55番
1
ほ
か
５

筆

中
村
義
信

十
和
田
市

十
和
田
市
米
田

一
本
松
275番

ほ
か
２

筆

野
崎
忍

十
和
田
市

十
和
田
市
米
田

内
田

324番
ほ
か
１

筆

小
山
田
秀
雄
十
和
田
市

十
和
田
市
相
坂

上
前
川

原
172番

1
ほ
か
１

筆

農
事
組
合
法
人

赤
沼
営
農
組
合
十
和
田
市

十
和
田
市
赤
沼

下
平

526番
2
ほ
か
１

筆

T
plus株

式
会

社
東
京
都
千
代
田
区
十
和
田
市
三
本
木
稲
吉

189番

藤
嶋
信
悦

上
北
郡
六
ケ
所
村
三
沢
市

三
沢

庭
構

3776番
47

藤
嶋
信
悦

上
北
郡
六
ケ
所
村
三
沢
市

三
沢

庭
構

49番
38

2
ほ
か
４

筆

藤
嶋
信
悦

上
北
郡
六
ケ
所
村
三
沢
市

三
沢

庭
構

49番
43

3
ほ
か
５

筆

藤
嶋
信
悦

上
北
郡
六
ケ
所
村
三
沢
市

三
沢

庭
構

49番
38

0
ほ
か
７

筆

藤
嶋
信
悦

上
北
郡
六
ケ
所
村
三
沢
市

三
沢

庭
構

5408番
ほ
か
１

筆

藤
嶋
信
悦

上
北
郡
六
ケ
所
村
三
沢
市

三
沢

庭
構

4156番
ほ
か
４

筆

栁
平
廣
司

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七

戸
町

後
平

981番
1
ほ
か
17

筆

鶴
ケ
崎
嘉
樹
上
北
郡
東
北
町

上
北
郡
七

戸
町

千
刈
道

ノ
上

86番
ほ
か
11

筆

有
限
会
社
瀬
川

農
場

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七

戸
町

向
川
原
125番

1
5

有
限
会
社
み
ら

い
天
間
林

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七

戸
町

金
沢
平
301番

1
ほ
か
５

筆

小
又
大
和

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七

戸
町

大
平

8番
ほ
か
１

筆

楠
浩
幸

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七

戸
町

金
沢
平
37番
1
ほ
か
１

筆

楠
浩
幸

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七

戸
町

天
間
舘

大
沢

122番
ほ
か
１

筆

杉
山
武
夫

上
北
郡
六
戸
町

上
北
郡
六

戸
町

犬
落
瀬
坪
毛
沢
25番
10

5
ほ
か
２

筆

十
和
田
ア
グ
リ

株
式
会
社

十
和
田
市

上
北
郡
六

戸
町

折
茂

今
熊

1524番

長
倉
喜
美
男
上
北
郡
横
浜
町

上
北
郡
横

浜
町

太
郎
須

田
167番

農
事
組
合
法
人

大
利

下
北
郡
東
通
村

下
北
郡
東

通
村

大
利

大
川
通
15番

ほ
か
１

筆

農
事
組
合
法
人

大
利

下
北
郡
東
通
村

下
北
郡
東

通
村

大
利

下
川
代
37番
2
ほ
か
１

筆

農
事
組
合
法
人

大
利

下
北
郡
東
通
村

下
北
郡
東

通
村

大
利

下
川
代
56番

ほ
か
２

筆

農
事
組
合
法
人

大
利

下
北
郡
東
通
村

下
北
郡
東

通
村

大
利

戸
井
橋
54番
1

農
事
組
合
法
人

大
利

下
北
郡
東
通
村

下
北
郡
東

通
村

大
利

下
川
代
49番
8
ほ
か
１

筆

農
事
組
合
法
人

大
利

下
北
郡
東
通
村

下
北
郡
東

通
村

大
利

下
川
代
34番

ほ
か
４

筆

農
事
組
合
法
人

大
利

下
北
郡
東
通
村

下
北
郡
東

通
村

大
利

下
川
代
36番
3
ほ
か
３

筆

農
事
組
合
法
人

大
利

下
北
郡
東
通
村

下
北
郡
東

通
村

大
利

芝
橋

57番
ほ
か
２

筆

村
田
睦
夫

下
北
郡
東
通
村

下
北
郡
東

通
村

田
屋

上
セ
カ

タ
21番
8
ほ
か
１

筆

○
農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
（
貸
借
・
再
配
分
）

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
者

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
土
地

氏
名
又
は
名
称
住
所
又
は
所
在
地

市
町
村

大
字

字
番
地
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株
式
会
社
マ
ル

サ
ン
フ
ァ
ー
ム
東
津
軽
郡
平
内
町
東
津
軽
郡

平
内
町

小
湊

家
ノ
下
128番

ほ
か
１

筆

株
式
会
社
マ
ル

サ
ン
フ
ァ
ー
ム
東
津
軽
郡
平
内
町
東
津
軽
郡

平
内
町

福
館

畑
川
目
67番

ほ
か
２

筆

議

会

青
森
県
議
会
告
示
第
七
号

青
森
県
議
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日

青
森
県
議
会
議
長

工

藤

慎

康

青
森
県
議
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

規
程

青
森
県
議
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程
（
令
和
五
年
三
月
青
森
県

議
会
告
示
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
号
、
様
式
第
十
号
及
び
様
式
第
十
六
号
中
「
又
は
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
（
住
所
記
載

の
あ
る
も
の
）
」
を
削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

３

こ
の
規
程
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
前
の
青
森
県
議
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報

の
保
護
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程
の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
規
程
に

よ
る
改
正
後
の
青
森
県
議
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程
の
規
定
に

基
づ
い
て
提
出
さ
れ
た
書
類
と
み
な
す
。

教

育

委

員

会

青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
九
号

庁

内

一

般

教

育

事

務

所

各

関

係

学

校

学
校
職
員
特
殊
勤
務
手
当
支
給
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日

青
森
県
教
育
委
員
会

学
校
職
員
特
殊
勤
務
手
当
支
給
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

学
校
職
員
特
殊
勤
務
手
当
支
給
規
程
（
昭
和
三
十
六
年
八
月
青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
九

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
第
五
号
」
を
「
第
四
号
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
二
項
中
「
第
四
号
」
を
「
第
三
号
」
に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
の
２
の
注
の
１
中
「
か
ら
第
二
条
第
四
号
」
を
「
及
び
第
三
号
」
に
改
め
、
同
注
の

２
中
「
第
四
号
」
を
「
第
三
号
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
十
号

令
和
七
年
十
二
月
一
日
現
在
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
及
び
三

分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
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る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た

数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗

じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と

を
合
算
し
て
得
た
数
）
を
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
第
五

項
並
び
に
こ
れ
を
準
用
す
る
同
法
第
七
十
五
条
第
六
項
、
第
七
十
六
条
第
四
項
、
第
八
十
条
第
四

項
、
第
八
十
一
条
第
二
項
及
び
第
八
十
六
条
第
四
項
（
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日青

森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

鶴

岡

真

治

一

県
議
会
議
員
及
び
県
知
事
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数

二
〇
、
四
一
四

人

二

県
議
会
議
員
及
び
県
知
事
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数

二
二
七
、
五
八
三

人

三

県
議
会
議
員
の
各
選
挙
区
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数

東
津
軽
郡
選
挙
区

五
、
六
九
三

人

西
津
軽
郡
選
挙
区

四
、
五
七
〇

人

南
津
軽
郡
選
挙
区

六
、
一
二
八

人

北
津
軽
郡
選
挙
区

六
、
八
六
二

人

上
北
郡
選
挙
区

二
五
、
七
三
六

人

三
戸
郡
選
挙
区

一
七
、
三
九
二

人

青
森
市
選
挙
区

七
五
、
七
一
七

人

弘
前
市
選
挙
区

四
六
、
一
七
四

人

八
戸
市
選
挙
区

六
一
、
〇
九
二

人

黒
石
市
選
挙
区

八
、
七
六
四

人

五
所
川
原
市
選
挙
区

一
七
、
二
七
五

人

十
和
田
市
選
挙
区

一
六
、
四
三
一

人

三
沢
市
選
挙
区

一
〇
、
三
八
六

人

む
つ
市
選
挙
区

一
八
、
八
一
一

人

つ
が
る
市
選
挙
区

八
、
三
八
八

人

平
川
市
選
挙
区

一
〇
、
八
〇
六

人
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